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本日ここに、第１８回筑後市議会定例会の開会にあたり、議員

各 位 の ご 健 勝 を お 慶 び 申 し 上 げ ま す と と も に 、 日 頃 の ご 精 励 に

対し、深く敬意を表する次第であります。  

た だ い ま 上 程 さ れ ま し た 議 案 第 ３ ２ 号 か ら 議 案 第 ３ ９ 号 ま で

及 び 報 告 第 １ 号 か ら 報 告 第 ６ 号 ま で に つ い て 、 提 案 理 由 の 説 明

を申し上げます。  

議 案 第 ３ ２ 号 　 筑 後 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

する条例制定につきましては、人事院勧告に準じ、駐車場等の利

用 に 係 る 通 勤 手 当 を 支 給 で き る よ う に す る な ど 、 所 要 の 改 正 を

行うものであります。  

議 案 第 ３ ３ 号 　 筑 後 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 制 定 に つ

きましては、地方税法等の改正に伴い、固定資産税の免税点を引

き上げるほか、市民税に係る申告制度を見直すなど、所要の改正

を行うものであります。  

議案第３４号　令和８年度筑後市一般会計補正予算（第１号）

について申し上げます。  

今回の補正予算は、１，１０６万８千円を増額し、歳入歳出予

算の総額を２５９億８，１０６万８千円とするものであります。 

歳出予算について申し上げます。  

第２款　総務費の出納及び決算事務に要する経費は、国の「地

域未来交付金」の交付決定を受けたことに伴い、公金収納のキャ

ッ シ ュ レ ス 決 済 に 必 要 な 機 器 購 入 費 な ど 、 関 係 経 費 を 計 上 す る

ものであります。  

第 ３ 款 　 民 生 費 の 障 害 者 の 援 護 に 要 す る 経 費 及 び 子 ど も 医 療

に 要 す る 経 費 は 、 特 定 親 族 特 別 控 除 の 創 設 及 び 医 療 費 助 成 の オ

ン ラ イ ン 資 格 確 認 へ の 対 応 の た め 、 シ ス テ ム 改 修 委 託 料 を 計 上

するものであります。  

後期高齢者医療に要する経費は、国の「地域未来交付金」の交

付決定を受けたことに伴い、特別会計で行う「地方税統一ＱＲコ

ード」への対応に係るシステム改修に対し、繰出金を計上するも

2



 

のであります。  

第 ４ 款 　 衛 生 費 の 水 道 事 業 会 計 繰 出 金 は 、 水 道 料 金 に お け る

「地方税統一ＱＲコード」への対応に対し、一般会計で受け入れ

る国庫補助金を企業会計に繰り出すものであります。  

第 １ ０ 款 　 教 育 費 の 奨 学 事 業 に 要 す る 経 費 は 、 受 領 し た 寄 附

金 を 活 用 し 、 筑 後 市 奨 学 会 へ の 補 助 金 を 増 額 す る も の で あ り ま

す。  

給食に要する経費は、国が実施する小学校給食費に係る「保護

者の抜本的な負担軽減」に対応するため、システム改修委託料を

計上するものであります。  

教育助成費は、筑後北小学校が県の「重点課題研究指定校」に

指 定 さ れ た こ と に 伴 い 、 事 業 実 施 に 係 る 経 費 を 計 上 す る も の で

あります。  

以 上 の 経 費 の 財 源 と し て 、 国 県 支 出 金 及 び 繰 越 金 を 充 て て お

ります。  

なお 、下水道事業会計における「地方税統一ＱＲコード」への

対 応 に 係 る 国 庫 補 助 金 の 受 入 れ に 伴 い 、 財 源 組 替 を 併 せ て 行 っ

ております。  

債 務 負 担 行 為 補 正 は 、 令 和 ９ 年 度 か ら の 羽 犬 塚 中 学 校 給 食 調

理業務における受託者を選定し、契約を締結するため、補正計上

するものであります。  

議 案 第 ３ ５ 号 　 令 和 ８ 年 度 筑 後 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補

正予算（第１号）について申し上げます。  

今回の補正予算は、４７万２千円を増額し、歳入歳出予算の総

額を１０億５，９００万７千円とするものであります。  

歳出予算について申し上げます。  

第１款　総務費の徴収事務に要する経費は、「地方税統一ＱＲ

コ ー ド 」 へ の 対 応 に 係 る シ ス テ ム 改 修 委 託 料 を 計 上 す る も の で

あります。  

以上の経費の財源として、繰入金を充てております。  
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議 案 第 ３ ６ 号 　 令 和 ８ 年 度 筑 後 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第

１号）について申し上げます。  

今回の補正予算は、「地方税統一ＱＲコード」への対応に係る

国 庫 補 助 に つ い て 、 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 と し て 収 入 に 計 上 す

るものであります。  

議 案 第 ３ ７ 号 　 工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ き ま し て は 、 市 役 所

東庁舎北側に整備する「ＪＲ羽犬塚駅周辺地区調整池工事（１工

区）」において、条件付一般競争入札により、契約の相手方を決

定 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 ５ 号 及 び 議 会 の

議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 第 ２

条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  

議案第３８号　工事請負契約の締結につきましては、「下妻小

学校校舎等解体工事」において、条件付一般競争入札により、契

約 の 相 手 方 を 決 定 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第

５ 号 及 び 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に

関 す る 条 例 第 ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で

あります。  

議 案 第 ３ ９ 号 　 専 決 処 分 の 承 認 に つ き ま し て は 、 令 和 ８ 年 ３

月 ３ １ 日 に 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 等 が 公 布 さ れ 、 令

和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 さ れ た こ と に 伴 い 、 筑 後 市 税 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 を 専 決 処 分 し た た め 、 議 会 の 承 認 を 求 め る も

のであります。  

改 正 の 主 な 内 容 は 、 軽 自 動 車 税 に お け る 環 境 性 能 割 を 廃 止 す

ることなどであります。  

報 告 第 １ 号 　 令 和 ７ 年 度 筑 後 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算

書 の 報 告 に つ き ま し て は 、 ち く ご コ ミ ュ ニ テ ィ 無 線 運 用 事 務 ほ

か １ ４ 事 業 に 要 す る 経 費 に つ い て 、 翌 年 度 に 繰 り 越 す も の で あ

ります。  

報 告 第 ２ 号 　 令 和 ７ 年 度 筑 後 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

の 報 告 に つ き ま し て は 、 蔵 数 地 区 に お け る 水 道 総 合 地 震 対 策 事
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業 配 水 管 布 設 替 工 事 に 要 す る 経 費 に つ い て 、 翌 年 度 に 繰 り 越 す

ものであります。  

報 告 第 ３ 号 　 令 和 ７ 年 度 筑 後 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算

書 の 報 告 に つ き ま し て は 、 久 富 地 区 に お け る 下 水 道 管 渠 布 設 工

事に要する経費について、翌年度に繰り越すものであります。  

報告第４号　専決処分（損害賠償の額を定めること）につきま

しては 、水洗小学校内の駐車場において、派遣職員が区画ロープ

の 塗 装 作 業 を 行 っ て い た と こ ろ 、 近 く に 駐 車 中 の 車 両 に 塗 料 が

付着し損傷させたもので、相手方と示談が成立し、損害賠償の額

を専決処分したので、報告するものであります。  

報告第５号　専決処分（損害賠償の額を定めること）につきま

しては 、島田行政区内の事業所において、職員が公用車で駐車場

内 を 走 行 し て い た と こ ろ 、 販 売 商 品 を 車 両 で 轢 過 し 破 損 さ せ た

もので 、相手方と示談が成立し、損害賠償の額を専決処分したの

で、報告するものであります。  

報告第６号　専決処分（損害賠償の額を定めること）につきま

しては 、大牟田市消防本部屋上駐車場において、職員が公用車の

ド ア を 開 扉 し た と こ ろ 、 駐 車 中 の 隣 接 車 両 に 接 触 し 損 傷 さ せ た

もので 、相手方と示談が成立し、損害賠償の額を専決処分したの

で、報告するものであります。  

 

以上が議案の大要であります。慎重ご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。  
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